
四日市市告示第４０８号 

四日市市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の一部を改正する要

綱を次のように定める。 

令和２年７月１６日 

四日市市長 森 智 広  

 

四日市市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の一部を改正す

る要綱 

四日市市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱（平成１８年四日市

市告示第４６５号）の一部を次のように改正する。  

改正後 

別表第２（第７条関係） 

費用負担基準 

世帯の階層区分 負担基準月

額 

（円） 

加算基準

月額 

（円） 

A 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）によ

る被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号）による支援受給世帯 

０ ０ 

B A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯 １，１００ １１０ 

C A階層及びB階層を除き当該年度分の市民税均等

割の額のみ課税世帯 

２，２５０ ２３０ 

D１ A階層、B階

層及びC階層

を除き当該

年度分の市

民税の課税

所得割の年額３，０００円以下 ２，９００ ２９０ 

D２ ３，００１円～５，８００円 ３，４５０ ３５０ 



D３ 世帯であっ

て、その市

民税所得割

の額の区分

が次の区分

に該当する

世帯 

５，８０１円～８，７００円 ３，８００ ３８０ 

D４ ８，７０１円～１３，０００円 ４，２５０ ４３０ 

D５ １３，００１円～１７，４００

円 

４，７００ ４７０ 

D６ １７，４０１円～２２，４００

円 

５，５００ ５５０ 

D７ ２２，４０１円～２８，２００

円 

６，２５０ ６３０ 

D８ ２８，２０１円～５８，４００

円 

８，１００ ８１０ 

D９ ５８，４０１円～７５，０００

円 

９，３５０ ９４０ 

D１０ ７５，００１円～９６，６００

円 

１１，５５

０ 

１，１６

０ 

D１１ ９６，６０１円～１２１，８０

０円 

１３，７５

０ 

１，３８

０ 

D１２ １２１，８０１円～１７５，５

００円 

１７，８５

０ 

１，７９

０ 

D１３ １７５，５０１円～２２１，１

００円 

２２，００

０ 

２，２０

０ 

D１４ ２２１，１０１円～３８０，８

００円 

２６，１５

０ 

２，６２

０ 

D１５ ３８０，８０１円～５４９，０

００円 

４０，３５

０ 

４，０４

０ 

D１６ ５４９，００１円～５７９，０

００円 

４２，５０

０ 

４，２５

０ 

D１７ ５７９，００１円～７００，９

００円 

５１，４５

０ 

５，１５

０ 

D１８ ７００，９０１円～８４９，０

００円 

６１，２５

０ 

６，１３

０ 

D１９ ８４９，００１円～１，０４ ７１，９０ ７，１９



１，０００円 ０ ０ 

D２０ １，０４１，００１円以上 全額 左の微収

基準月額

の１

０％。た

だし、そ

の額が

８，５６

０円に満

たない場

合は８，

５６０円 

備考 

１ 負担月額の決定の特例 

ア （略） 

イ 児童に民法（明治３１年法律第９号）第８７７条に規定する当該児童の扶養

義務者がないときは、負担月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本

人に市民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて負担月額

を決定するものとする。 

 

２ 世帯階層区分の認定 

（１） 認定の原則 

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者

で、現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてにつ

いて、その市民税等の課税の有無により行うものである。 

（２） 認定の基礎となる用語の定義 

ア （略） 

イ （略） 

ウ 「市民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当

該年度において、前年分（翌年の１月１日から６月３０日にあっては前々年

分とする。）の市民税を納付すべき者がいない世帯をいう。 



 

（３）（略） 

 

３ その他 （略） 

改正前 

別表第２（第７条関係） 

費用負担基準 

世帯の階層区分 負担基準月

額 

（円） 

加算基準

月額 

（円） 

A 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）によ

る被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号）による支援受給世帯 

０ ０ 

B A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 １，１００ １１０ 

C１ A階層及びD

階層を除き

当該年度分

の市町村民

税の課税世

帯であっ

て、その市

町村民税の

額の区分が

次の区分に

該当する世

帯 

均等割の額のみ（所得割の額の

ない世帯） 

２，２５０ ２３０ 

C２ 所得割の額のある世帯 ２，９００ ２９０ 

D１ A階層及びB 所得税の年額２，４００円以下 ３，４５０ ３５０ 



D２ 階層を除き

前年分の所

得税課税世

帯であっ

て、その所

得税の額の

区分が次の

区分に該当

する世帯 

２，４０１円～４，８００円 ３，８００ ３８０ 

D３ ４，８０１円～８，４００円 ４，２５０ ４３０ 

D４ ８，４０１円～１２，０００円 ４，７００ ４７０ 

D５ １２，００１円～１６，２００

円 

５，５００ ５５０ 

D６ １６，２０１円～２１，０００

円 

６，２５０ ６３０ 

D７ ２１，００１円～４６，２００

円 

８，１００ ８１０ 

D８ ４６，２０１円～６０，０００

円 

９，３５０ ９４０ 

D９ ６０，００１円～７８，０００

円 

１１，５５

０ 

１，１６

０ 

D１０ ７８，００１円～１００，５０

０円 

１３，７５

０ 

１，３８

０ 

D１１ １００，５０１円～１９０，０

００円 

１７，８５

０ 

１，７９

０ 

D１２ １９０，００１円～２９９，５

００円 

２２，００

０ 

２，２０

０ 

D１３ ２９９，５０１円～８３１，９

００円 

２６，１５

０ 

２，６２

０ 

D１４ ８３１，９０１円～１，４６

７，０００円 

４０，３５

０ 

４，０４

０ 

D１５ １，４６７，００１円～１，６

３２，０００円 

４２，５０

０ 

４，２５

０ 

D１６ １，６３２，００１円～２，３

０２，９００円 

５１，４５

０ 

５，１５

０ 

D１７ ２，３０２，９０１円～３，１

１７，０００円 

６１，２５

０ 

６，１３

０ 

D１８ ３，１１７，００１円～４，１

７３，０００円 

７１，９０

０ 

７，１９

０ 



 

D１９ ４，１７３，００１円以上 全額 左の負担

基準月額

の１０％ 

ただし、

その額が

８，５６

０円に満

たない場

合は８，

５６０円 

備考 

１ 負担月額の決定の特例 

ア （略） 

イ 児童に民法（明治３１年法律第９号）第８７７条に規定する当該児童の扶養

義務者がないときは、負担月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本

人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に

準じて負担月額を決定するものとする。 

 

２ 世帯階層区分の認定 

（１） 認定の原則 

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者

で、現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてにつ

いて、その所得税等の課税の有無により行うものである。 

（２） 認定の基礎となる用語の定義 

ア （略） 

イ （略） 

ウ 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当

該年度において、前年分（翌年の１月１日から６月３０日にあっては前々年

分とする。）の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。 

（３） （略） 

３ その他  （略） 



第１号様式（第４条関係）を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第４条関係） 

 

四日市市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書 

 

年  月  日   

 

   四日市市長 

（申請者）住 所            

 

氏 名        印   

 

（対象者との続柄   ）   

 

  小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付について、次のとおり申請します。 

対

象

者 

住 所 四日市市             （電話  

－    ） 
氏 名 印 （   年  月  日生） 

疾 病 名  

給 付 用 具 名  

給付を希望する

理 由 

 

備 考  

 （添付書類） 

 １ 対象者の扶養義務者の当該年度分市民税課税額を証明する書類（同意書欄に押印のある場

合は不要） 

 ２ 用具の見積書 

３ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 同意書 

 私は、この申請に係る事務を行うため、四日市市長が市の保有する私及び私

の世帯に関する個人情報（住民基本台帳情報、税情報）を利用することに同意

します。 

      年  月  日 

氏 名        印  
 

 



第２号様式（第５条関係）を次のように改める。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

調 査 書 

世
帯
員
の
状
況 

氏 名 

対象者

と の

続 柄 

課 税 状 況 

備 考 
当該年度分

市民税課税

の 有 無 

前 年 分 の

市 民 税 

 本 人 

有 無 

均 等 割 

所 得 割 

  

  有  無   

  有  無   

  有  無   

  有  無   

  有  無   

世帯

区分 

１被保護世帯又は市民税非課税世帯   

２市民税均等割課税世帯   

３市民税所得割課税世帯 

生
活

の
状
況 

住
宅 

自宅／借家 

（貸主の諾否） 

浴
槽 

和式／洋式

／なし 

便
器 

和式／洋式

／携帯用 

住宅改造

改修申請 
有・無 

入
浴 

他人の介助必要／自分でできる 

清拭のみ／入浴清拭していない 

排
便 

他人の介助必要／自分でできる 

便器（携帯用）使用 

 
移

動 
 

車いす使用／自分でできる 

他人の介助必要（一部・全部） 

そ

の

他 

コミュニケーションが容易にな
る／情報入手が容易になる／
（在宅生活・独居）が可能にな
る／その他 

給 付

必要の有無 
有・無 

給付する（し

ない）理由 
 

給 付

用 具 名 
 

予 定 価 格 
 

円 

公費負担

予 定 額 

 

円 

利 用 者

負 担 額 

 

円 

そ の 他

特 記 事 項 
 

      年  月  日           調査員        印  

 

 

 

 

 



    附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

（こども未来部こども保健福祉課） 


